
役 員 報 酬 規 程

(目 的)

第1条  特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 (以下会と
いう。)定款第 17条に基づき、理事及び監事 (以下「役員」とい う。)

に支給する役員報酬はこの規程の定めるところによる。

(報酬 )

第2条 役員の報酬は常勤及び非常勤に関わらず、無給とする。ただし、使用人
兼務役員については、会の「賃金規定」に基づき職員分の給与を支給する。

(実費弁償)

第3条

る。

(補則)

第4条

付則

平成 26年 9月 26日 から実施する。

役員には、その職務執行に必要な費用 (旅費等)を弁償することができ

この規程の実施に関 し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が
別に定める。
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平成 31年 1月



特定非営利活動法人シェア‐国際保健協力市民の会

第 1章  総  則

(目  的)

第 1条 この規程は、就業規則第43条 (賃金)の定めに基づき、職員の給与に関する事項

を定めるものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、就業規則第3条 (適用範囲)に 定める職員に適用する。ただし、海

外の現地採用の職員またはパー トタイマー等の就業形態が特殊な勤務に従事するも

のについては個別労働契約によるものとする。

(賃金の支給範囲)

第 3条 賃金とは、職員の労働の代償として支払われるすべてのものをいう。 したがって、

職員が労働しないときは別段の定めによる場合のほか賃金を支払わない。

第 2章  賃  金

第 1節 賃金の支払いと計算

(賃金の支払方法)

第 4条 東京事務所では、賃金は本人の指定口座に振 り込む。海外派遣職員は、勤務地手

当を現地通貨または米 ドルで直接渡し、その他を日本国内の指定回座に振り込むも

のとする。

(賃金の控除)

第 5条 次に掲げるものは、賃金から控除する。

(1)源 泉所得税

(2) 住民税

(3) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の保険料 (介護保険料を含む。)の

被保険者負担分

(4) その他 労使協定により賃金から控除することとしたもの

(賃金の計算期間及び支払 日)

第 6条 賃金は、前月21日 から起算 し、当月20日 に締め切って計算 し、当月25日 に支払 う。

ただし、賃金支払 日が休 日にあたるときは、その前 日に支払 う。
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2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、職員 (本人が

死亡したときはその者の収入によって生計を維持されていた者)の請求により、賃

金支払日以前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

(1) 本人の死亡、退職、解雇のとき

(2) 本人のやむを得ない事由により、早急に費用を必要とする場合で、会が

承認するとき

(賃金の計算方法)

第 7条 賃金の計算は次の方法で行う。

(1) 欠勤により、所定勤務時間の全部を休業した場合は、その休業した時間

に対する賃金を支給しない。

(2) 賃金締め切 り期間の途中で入職、退職、休職又は復職した者の賃金は、

日割 りで文給するものとする。

前項 1、 2における計算は次の算式により行 う

① 欠勤控除

基本給      _… ….__
×イヽ:就労 日数

その月の所定労働 日数    
‐~~~

② 日割り計算

基本給+諸手当
×出勤 日

所属事務所のその月の所定労働日数

(休暇休業等の賃金)

第 8条 就業規則第22条 (年次有給休暇)及び就業規則第23条 (特別有給休暇)に定める

休暇の期間は、所定労働時間労働 したときに支払われる通常の賃金を支給する。

2 次の体暇及び休業期間等は無給 とする。

(1) 産前産後休業

(2) 育児・介護休業期間

(3) 育児時間

(4) 生理 日の措置の日又は時間

(5) 母性健康管理のための体暇等の時間

(6) 公民権行使の時間又は日

(7) 就業規則第31条 (休職期間)に定める休職期間

3 会の責めに帰すべき事由により、休業 したときは、休業手当を支給する。休業手



(賃金の構成)

第 9条 賃金の構成は次のとおりとする。

当の額は、 1日 につき平均賃金の6割 とする。

第 2節  月 例 賃 金

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

勤務地手当

年齢給

経験給
「

― 基本給

基準内賃金
―

L―
諸手当

賃 金

基準外賃金 ― 割増賃金

時間外労働割増賃金

休日労働割増賃金

深夜労働割増賃金

(基本給)

第10条 基本給は定額賃金制 とする。本人の学歴、能力、経験、作業内容などを勘案 して

各人ごと、次のとお り基準を定める。

基 本 給 の 構 成

①勤務地手当

東京 130,000円

カンボジア 660$

東ティモール 770$

通勤手当 (国内勤務者のみ)

役職手当

海外事務所長手当

住宅手当 (国 内勤務者のみ)

資格手当

海外赴任手当

業務手当

家族手当 (海外赴任者のみ)
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2 ただし、最低賃金はlヶ 月120,000円 とする。

3 ③経験給に関して、業務に関係する大学院の在学期間に限り、修士課程は3年、

博士課程は3年間を限度として経験年数に勘定する。なお、経験給の算定に際して、

原則として 1年未満の勤務経験は経験年数に算入しないが、募集職種および業務に

直接関係ある6か月以上の勤務経験については原則05年 とし、別途個別に検討の上

対象とすることができる。

(諸手当)

第11条 諸手当の内容は次のとお り支給する

(1)通勤手当

通勤手当は、通勤距離が片道2陥 以上のものに支給 し、かつ公共交通機関を利用

する者に対 し支給する。ただ し、通勤の経路及び方法は、最も経済的かつ合理的

であると会が認めたものに限ることとし、30,000円 を限度 として支給する。

通勤手当の金額は次のとお りに定める。海外派遣職員については、通勤に必要な

全額を会が負担する。

① lヶ 月通勤手当の限度額 ・・・ 30,000円

② l日 の通勤手当限度額  ・・ 。 2,000円

(2)役職手当

事務局の管理職にある者に支給する。役職手当の金額は代表が個別に決定するも

のとする。

(3)海外事務所長手当

海外事務所の代表の職にある者に支給する。海外事務所長手当の額は次のとおり

に定める。

海外事務所長手当 月額 10,000円

(4)住宅手当

職員が主として家賃を払っている場合に、賃貸借契約書を確認した上で住宅費の

②年齢給

22歳以下 70,000円

23歳以上 1,000円 × (年 齢 -22)+

70,000円

③経験給

20年以下 3,000円 (× 年数 )

21-25年 2,000円 (× 年数 )

26年以上 1,000円 (× 年数)
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補助として支給する。シェアハウス利用の場合も契約者を確認するものとする。

住宅手当の金額は次のとおりに定める。

東京事務所
実際に支払つている家賃の半額まで。

単身者・家族持ち共に上限月額25,000円

海外事務所は以下の上限金額まで可

国名 単身者 家族持ち

プノンペン事務所 月額 $250 月額 $400

ディリ事務所 月額 $500 月客買|  $500

(5)資格手当

保健医療専門職 (医師、看護師、保健師、助産師など)に関して、3年以上の実務

経験がある者に支給する。資格手当の金額は、次のとおりに定める。なお、複数

の資格を有していても資格手当は加算せず同額とする。

資格手当 月額  5,000円

(6)海外赴任手当

海外に駐在する者に支給する。海外赴任手当の金額は次のとお りに定める。

海外赴任手当 月額  30,000円

(7)海外赴任者の家族手当

海外赴任者のうち、配偶者を同伴する者で、配偶者が収入を得ていない場合には、

次に定める金額(U S S200相 当額)を支給する。

(8)業務手当

職員に対する総支給額の調整のため、必要な場合に支給する。

派遣国 金 額

カンボジア 月額  60,000円

東ティモール 月額  60,000円

(変更の届出義務、不正の届出)

第12条 家族状況に変更が生じたとき、また居住地変更の有無に関わらず、通勤経路を変

派遣国 金 額

カンボジア 月孝頂 $200

東ティモール 月額 $200
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更するときまたは通勤距離に変更が生じたときは、 1週間以内に会に届け出なけれ

ばならない。

2 前項の届出を怠ったとき、又は不正の届出により通勤手当その他の賃金を不正に

受給したときは、その返還を求め、就業規則第46条 (懲戒の事由)に基づき懲戒処

分の対象とすることがある。

(割増賃金)

第13条 所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働 した場合には、時間外労働

割増賃金を、法定の休 日に労働 した場合には休 日労働割増賃金を、深夜 (午後10時

から午前5時までの間)に労働した場合には深夜労働割増賃金を、それぞれ以下の計

算により支給する。

(1) 時間外労働割増賃金 (法定労働時間を超えて労働させた場合)

算定基準賃金

1か月平均所定労働時間
× (1+0.25)× 時間外労働時間数

(2) 休日労働割増賃金 (法定の休日に労働させた場合)

(3) 深夜労働割増賃金 (午後10時から午前 5時までの間に労働させた場合)

算定基準賃金

TDE淳軍万所た,面高品証
× (1+Q35)× 法定休 日労働時間数

算定基準賃金        ________
×0.25× 深夜労働時間数

1か月平均所定労働時間      ~~~~~

2 算定基準賃金とは、基準内賃金から通勤手当、住宅手当を除いたものをいう。

(賃金の改定)

第14条 基本給及び諸手当等の賃金の改定 (昇給、降給、現状維持のいずれか とする。)

については、国内勤務者は原則 として毎年 1月 に行 うこととし、海外派遣者は契約

更新時に行 う。改定額については、会の業績及び職員の勤務成績等を勘案 して各人

ごとに決定する。

2 昇給の資格者は勤続 1年以上の職員とする。

3 前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行 うことがある。
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第 3章  期末手当

(期末手当)

第15条 期末手当は原則 として6月 と12月 に支給する。支給額は会の財政状況を考慮 して、

代表理事が決定する。なお、財政状況によっては支給 しないことがある。

2 支給対象期間は次の通 りとし、支給対象者は支給時に在職 している者で、対象期

間に80%以上出勤 した者 とする。 これに満たない者は、その応分額 とする。なお、

試用期間は対象期間に算入する。

支給月 評価対象期間

6月 前年 10月 1日 から当年3月 31日

12月 当年4月 1日 から当年9月 30日

附  則

1.こ の規程は、平成31年 1月 1日 より制定実施する。

2.こ の規則を改廃する場合には、職員代表の意見を聴き、理事会の承認を持って行 う。



就業規則

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

平成 29年 9月
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第 3節

第 4節

目  次

務

勤務時間、休懃、休日、出張

休暇等

異動

休職及び復職

第 4章 服務規律
第 1節  眼務心得
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(前   文)

会の目的は、「すべての人々が健康に暮らせる世界の実現に資すること」、「国際社会の中

での共存のあり方を求めて日本の社会へ働きかけていくこと」である。会と職員は、それ

ぞれの職務について責任をもって誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成

しなければならない。

第 1章  総  則

(目   的)

第 1 条 この規則は、特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会 (以下「会」

という)と 職員が相互信頼の上に立ち、会の目的達成と職場秩序の維持確立をはかるこ

とを目的としての職員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を、理事会の承

認を経て定めたものである。

2 職員は、前項に定める目的を達成するために、本規則及び本規則の付属規程を遵守 し、

職員相互に協力して事業の円滑な運営に努めなければならない。

第 2 条 職員の区分及び定義は、次のとおりとする。

(1)正職員・・・期間の定めのない契約により、正規の職員として日本または海外で職務を行

う者として採用された者をいう。

(2)契約職員・・・1年の有期労働契約により、契約職員として日本または海外で職務を行 う

者として採用された者をいう。労働条件は、契約期間を除き、正職員と同一とするが、

合意のうえ、個別に異なる労働条件を定めることができる。

(3)パー トタイマー・・・週の所定労働時間が短く、かつ、有期労働契約及び時給制により、

採用された者をいう。

(4)嘱託職員・・・会が定める定年後再雇用制度によつて、1年以内の期間を定めて定年後再

雇用され、引き続き職務を行 う者。

2 前項第 2号から第 3号に該当する者には、有期雇用契約から無期雇用契約に転換 した

者が含まれるものとする。

(適用範囲)

第 3 条 この規則は、会と労働契約を締結した正職員に適用する。

2 第 2条第 1号で定義する正職員以外の就業に関する必要な事項については、個別に結

ぶ雇用契約または別に定める規程によるものとし、本規則は適用しない。

(労働条件)

第 4 条 職員の労働条件はこの規則に定めるところによる。ただし、職員と会が就業規

則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、当該労働契約による労働条

●
●
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件が就業規則を下回る場合を除き、個別労働契約による労働条件を優先する。

第 2章  採  用

(採用選考)

第 5 条 会は就職を希望する者に対し次の書類の提出を求めた上で①書類選考、②グル

ープワーク及び個人面接等により公正な選考を行い、採用内定者を決定する。

(1)履歴書(会所定のもの。提出前 3か月以内に撮影した写真を貼付すること。推薦人がい

る場合は記載すること。)

(2)志望動機書 (A4用紙 1枚程度)

(3)その他会が必要とする書類

(内定取り消し事由)

第 6 条 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用内定を取り消し、採

用しない。

(1)入会承諾書、その他会が求めた書類を会の指定した日までに提出しないとき

(2)採用の前提となる条件が達成されなかったときく免許や資格の取得)

(3)採用予定日までに健康状態が採用内定日より低下し、勤務に耐えられないと会が判断し

たとき

(4)履歴書、職務経歴書などの提出書類の記載事項や採用面接時の発言に偽りがあつたとき

(5)犯罪行為、その他社会的に不名誉は行為を行ったとき、または採用選考時に過去の犯罪

行為、その他社会的に不名誉は行為を秘匿していたことが判明したとき

(6)内定時には予想できなかった会の経営状況の悪化や事業運営の見直し等が行われたと

き

(7)その他上記に準じる、またはやむを得ない事由があるとき

(試用期間)

第 7 条 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただ

し、会が必要と認めた場合は、これを延長または短縮し、もしくは設けないことができ

る。

2 試用期間中または試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と

認められる者については、第 52条第 4号の手続きに従い解雇する。

3 試用期間は勤続年数に通算する。

4 試用期間中は中小企業退職金共済制度には加入しない。

(採用決定者の提出書類)

第 8 条 選考試験に合格 し、採用された者は、採用後 2週間以内に、次の書類を提出 し

なければならない。ただ し、選考に際 し提出済の書類については、この限 りでない。

４

一
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(1)身元保証書

(2)住所届 (兼通勤経路届 )

(3)源泉徴収票 (前職者のみ)

(4)給与所得者の扶養控除申告書

(5)誓約書

(6)年金手帳・雇用保険被保険者証

(7)住民票記載事項証明書 (ま たは免許証コピー)

(8)各種資格・技能証明書の写し

(9)健康診断書

(10)退職証明書 (前職がある場合)・ 卒業 (見込)証明書・成績証明書 (新卒者に限る)

(11)その他必要な書類

2 提出書類について記載事項の変更があったときは、そのつど速やかに届け出なければ

ならない。

3 第 1項の規定に基づき提出された書類は、次の各号の目的のために利用する。

(1)配属先の決定

(2)昇降給の決定

(3)賃金、期末手当並びに退職金決定及び支払い

(4)所得税及び社会保険料の控除

(5)人事異動

(6)教育管理

(7)健康管理

(8〉 表彰及び懲戒

(9)退職及び解雇

(10)災害補償

(11)前各号のほか、会の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項

(身元保証人)

第 9 条 前条 (1)の 身元保証書の保証人 (以下、「身元保証人」という。)は、独立生計

を営む成年者 1名 とする。

2 身元保証人は、満 5年 とする。なお、会が特に必要と認めた場合、その身元保証の期

間の更新を求めることがある。

3 身元保証期間中に身元保証人の身上に変更があつたときは、すみやかに会に届出しな

ければならない。

(労働条件の明示)

第 10 条 会は職員 との労働契約の締結に際 し、労働条件通知書及びこの規則を交付 し

て次の各号に掲げる事項を明示する。

(1)労働契約の期間

κ
υ
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(2)就業の場所及び従事する業務

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休 日及び休暇

(4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切日及び支払いの時期並びに昇給及び

降給

(5)定年、退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制度対

象の有無

(6)退職金制度の対象となる職員にあつては、退職金の決定、計算及び支払い方法並びに

退職金の支払い時期

(7)休職制度の対象となる職員にあつては、休職事由及び休職期間

(8)当該職員の労働契約に期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無及び更新があ

る場合におけるその判断基準

2 会は前項の労働条件その他職員の待遇に変更があったときは、文書により、その内容

を周知する。

3 職員は前 2項の規定により明示された事項をよく理解するよう努めなければならない

(本採用拒否)

第 11 条  試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当し、職員として不適当であ

ると認めるときは、会は採用を取り消し、本採用を行わない。ただし、改善の余地があ

る等、特に必要と認めた場合には、会はその裁量によつて、解約権を留保 したうえで、1

回に限り試用期間を延長することがある。

(1)遅刻及び早退並びに欠勤が多い、または休みがちである等、出勤状況が悪いとき

(2)所属長の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に対する意欲が欠如している、

又は勤務態度が悪いとき

(3)必要な教育は施 したが会が求める能力に足りず、かつ、改善の見込みも薄い等、能力

が不足すると認められるとき

(0 重要な経歴を偽っていたとき

(5)必要書類を提出しないとき

(6)健康状態が悪いとき(精神の状態を含む)

(7)会の職員としてふさわしくないと認められるとき

(8)その他上記に準じる、又は第 52条の解雇事由に該当するとき

2 採用の日から 14日 を経過 した者の本採用拒否については、第 53条 (解雇予告)の規定

を準用する。

第

第 1節

3章  勤  務

勤務時間、休憩、休 日、出張

(勤務時間)

第 12 条 勤務時間は、休憩時間を除き 1日 8時間、1週 40時間とする。

＾
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(始業、終業時刻および休憩時間)

第 13 条 始業、終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。

始業時刻  午前 10時 00分

終業時刻  午後 7時 00分

休憩時間  12:30か ら 13:30の 60分間

2 業務の都合その他の事情で、臨時の必要がある場合は、事前に予告のうえ前項の始業・

終業の時刻および休憩時間を変更することがある。ただし、この場合においても1日 の

勤務時間は、前条の時間を超えないこととする。

3 海外派遣職員については原則次のとおりとするが、派遣国および勤務の状況により個

別労働契約において定めるものとする。

(時差出勤制度)

第 14 条 職員の過重労働の防止、適正な健康管理等に資するため、職員の勤務実態に

合わせ、時間外勤務を抑制する時差出勤制度を実施するものとする。

2 管理者は、時差勤務の対象となる職員に対し、会議、説明会、イベン ト等により、事

前に時間外での勤務が計画されている場合は、以下に定める勤務時間型により時差出勤

制度を適用することができる。

3 前項に場合において、業務遂行上やむを得ないときは、管理者は上記勤務時間及び休

憩時間を変更することができる。

4 管理者は、時差出勤を指示する場合は、1週間前までに時差出勤指示書により勤務時

間等を変更して割 り振るものとする。割振った勤務時間等を変更しようとするときは、

その前日までに指示を行 うものとする。ただし次の事項については、時差出動制度の適

用外とする。

(1)他の業務に支障をきたす可能性がある場合

(2)そ の他管理者が不適当と認める場合

5 時差出勤を指示された職員が勤務時間型の終業時間を超えて時間外勤務を行った場合、

時間外勤務申請書に勤務時間型の勤務時間及び時間外数を記入するものとする。

”
′

事業所名 始業時刻 終業時刻 休憩時間

カンボジア事務所 7 : 30 17:00 11 : 30～ 14:00

東ティモール事務所 8:45 16:45 12 :00^‐ 13 :00

勤務時間型 勤務時間 休憩時間
Ａ

¨ 9:00～ 18:00
12:30～ 13:30

正 10:00～ 19:00

Ｄ
Ｄ 11:00^ウ 20:00

17:30～ 18:30＾
し 12:00～ 21:00

ｎ

レ 13:00～ 22:00
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(休憩時間の利用)

第 15 条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、

所属長に届け出なければならない。

2 1職員は、他の職員の休憩を妨げないようにしなければならない。

(休  日)

第 16 条 休日は次のとおりとする。

(1)土曜日および日曜日 (法定休日)

(2) 「国民の祝日に関する法律」に定める祝日および休 日

(3)年末年始 (12月 29日 から 1月 3日 まで)

(4)その他会が指定する日

(5)海外駐在員の休日は派遣先国のカレンダーによるものとする。日本国内への出張期間

中であっても同様とする。

(休 日の振替)

第 17 条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休 日を3か月以内の他の日と振り

替えることがある。ただし休日は 4週間を通じ、4日 を下回ることはない。

2 前項の場合、前日までに振替による休 日を指定して職員に通知する。

(非常災害時の特例)

第 18 条 事故の発生、火災、風水害、海外派遣国の政変、暴動等その他避けることの

できない事由により臨時の必要がある場合には、第 12条または第 16条の規定にかかわら

ず、すべての職員に対し、第 12条の勤務時間を超えて、または第 16条の休日に労働を命

じ、もしくは午後 10時から午前 5時までの間の深夜に労働を命 じることがある。

2 前項の場合、速やかに東京事務所あるいは代表理事に報告するものとする。

(時間外労働・休日労働)

第 19 条 会はこの規則の定めにかかわらず、業務の都合により職員に所定時間外や所

定休日に労働を命 じることがある。時間外労働・休日労働を命じられた職員は正当な理

由なくこれを拒むことができない。

2 法定の労働時間を超える時間外労働、または労働基準法で定める 1週 1日 の休日に労

働を命 じる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た職員代表との時間外労働・休日労

働協定の範囲内とする。

3 会が命 じた場合を除く時間外労働。休日労働を必要とする職員は、緊急の場合を除き、

事前に管理者 (事務局長・事務局次長)ま でその旨を「超過勤務申請書」により申請し、

承認を得なくてはならない。この申請をせず、または承認を得ず、自己の判断で時間外

労働や休日労働を行った場合、その時間については時間外労働、休日労働をしたものと

認めず、割増分を含む賃金も支給しない。

０
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(出張等の勤務時間および旅費)

第 20 条 職員が会の命令により出張する場合は、別に定める「旅費規程」により旅費

を支給する。

2 職員が、会の命令により出張その他社外で勤務する場合において、勤務時間を算定し

がたいときは、原則として第 12条の時間を勤務 したものとみなす。ただし、所属長があ

らかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。

(適用除外)

第 21 条 労働基準法第 41条第 2号または第 3号に該当する管理監督者については、本

節の規定 (深夜割増賃金に関する定めを除く。)は適用しない。

第  2 節   休 暇 等

(年次有給体暇)

第 22 条 職員は業務に支障のない限り、1月 1日 現在の勤続年数に応 じ、12月 31日 ま

でに次の年次有給休暇をとることができ、またその分割取得ができる。入会当年度内に

試用期間を終える者については、試用期間終了後所定の年次有給休暇を取得することが

できる。

①前年度の勤務日数が所定労働 日の 8割以上の職員

継続勤務

年数

1年

未満

1年

以上

2年

以上

3年

以上

4年

以上

5年

以上

6年

以上

付与 日数 10 日 日 12日 14日 16日 18日 20 日

②前項の付与とは別に、入社初年度に限り入社月応じて以下の有給休暇を付与する。

入社 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 121月

3ケ月

後

付与

日数

4月

10日

5月

9日

6月

8日

7月

7日

8月

6日

9月

5日

10月

4日

11月

3日

12月

2日

1月

0日

2月

0日

3月

0日

6ケ月

イ|タ
V民

付与

日数

7月 8月

1日

9月

2日

10月

3日

11月

4日

12月

5日

1月

‐

|

|

2月 3月 4月 5月 6月

ハ
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初回

1′
/1

付与

日数

11日 11日 11日 11日 11日 11日 10日 10日 10日 10日 10日 10日

③全各号の休暇は当年度に付与された年次有給休暇は、権利発生から2年の間において利

用することができる。

④前項の出勤率の算定につき、次の各号に掲げる期間は出勤したものとみなす。

(1)業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間

(2)産前産後の体業期間

(3)育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業期間

(4)年次有給休暇を取得した日

2 年次有給休暇について、会は職員の過半数を代表する者との間で取り交わした書面に

よる労使協定により、各職員の年次有給休暇の日数 (前年度からの繰 り越し分を含む)の

うちの 5日 を超える部分について、計画的付与の対象とすることがある。この場合、各

職員はこの労使協定に定められた時季に年次有給休暇を取得しなければならない。

3 年次有給休暇をとろうとするときは 7日 前までに上長に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。

4 年次有給休暇は、職員が指定した時季に与える。

ただし、事業の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更することがある。

5 職員が欠動した場合で、当該月末までに本人から申し出があって正当な理由があると

会が認めたときには、残存有給休暇 日数の限度においてこれを振り替えることができる。

6 年次有給休暇により休んだ日および時間については、通常の賃金を支払 う。

7 半日単位の年次有給休暇

① 年次有給休暇については、半日単位で取得できるものとする。

② 半日単位の年次有給休暇を取得する場合は、以下の時間帯を半日とする。

始業時間 半日とする時間帯

9時 9時～13時  または 14時～18時

10時 10時～14時 または 15時～19時

上記以外
1日 の所定労働時間の 1/2を前半または後半に

分けた時間

(特別有給休暇)

第 23 条 職員が次の各号の一に該当するときは、それぞれに定める日数の特別有給休

暇を与える。

①本人が結婚するとき             。・・ 5日

ただし取得の時期は結婚 (入籍)

の日から1年以内とする。

10
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②配偶者が出産するとき            ・・ 。1日

③父母、配偶者、または子が死亡したとき    ・・・葬儀当日含め 5日
④祖父母、義父母または兄弟が死亡したとき   ・・・葬儀当日含め 2日
⑤風水害・火災。その他非常の災害を受けたとき 。・・必要と認めた日数

⑥リフレッシュ休暇

勤続 10年以上で今後引き続き 1年以上勤務を継続する者に対して、勤続 10年毎に 10

日間の特別休暇を与える。10日 間連続を原則とするが、5日 間単位の分割も認める。リ

フレッシュ休暇は勤続年数に算入し、残日数は翌年度に繰り越すことができる。

⑦介護の為に体暇が必要な場合、要介護者一人の場合は年に5日 まで、2人の場合は 10
日を限度として、追加の有給体暇を取得することができる。

③小学校就学前の子どもの看護のために休暇が必要な場合、就学までの子ども1人につき、

1年に5日 (その養育する小学校就学前の子が 2人以上の場合にあっては、10労働日)を

限度として追加の有給休暇を取得することができる。

⑨海外派遣に際して           ・・・単身者 派遣前 3日 、派遣後3日

・・・家族同伴者 派遣前 5日 、派遣後5日

⑩海外事務所勤務者が正規の一時帰国をしたとき   ・・・ 5日

⑪その他前各号に準じ会が必要と認めたとき

2 前項の①③および④の事由により宿泊を要するときは、旅行所要最低日数を別に加算

する。

3 特別有給休暇中の給与については、通常の給与を支払う。

(産前・産後休暇等)

第 24 条 6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は、

産前休暇を与える。

2 産後 8週間を経過 していない女性は就業させない。

ただし、産後 6週間を経過 した女性が就業を請求する場合には、医師が認める業務に

就かせることがある。

3 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させる。

4 妊娠中または産後 1年を経過 しない女性が請求した場合は、第 19条による時間外労働、

休日労働または深夜労働を命 じることはない。

5 妊娠中または産後 1年を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指

導、健康診査を受ける時間を確保し、これに基づく指導を守ることができるよう勤務時

間の変更等の措置を講するものとする。

6 産前産後休暇中の給与については支給しない。

(生理休暇 )

第 26 条 生理 日の就業が著 しく困難な女性が休暇を請求 した場合には、その 日につい

て請求の範囲で就業 させない。

11
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2 生理休暇は無給とする。

(育児時間)

第 26 条 生後 1年未満の乳児を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほか、 1日

2回、おのおの 30分の育児時間を与える。

2 育児時間は無給とする。

(育児休業・介護休業等)

第 27 条 育児休業・介護休業については、別に定める「育児・介護休業規程」による

ものとする。

(裁判員休暇)

第 28 条 職員が以下の各号のいずれかに該当し、当該職員から請求があった場合、会

は裁判員休暇を付与する。

① 裁判員候補者または選任予定者として通知を受け、裁判所に出頭するとき

② 裁判員または補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき

2 裁判員休暇の付与日数は、裁判員候補者や裁判員等として裁判所に出頭するために「必

要な日数」とする。

3 裁判員休暇期間中は、所定労働時間に労働 した際に支払われる通常の賃金を支給する

4 裁判員体暇を取得する際には、事前に所定の様式により会に申請し、必要な業務の引

き継ぎをしなければならない。

5 裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭 した際、または、裁判員として職

務に従事した際には出勤後遅滞なく、裁判所が発行する証明書等を提出しなければなら

ない。

第 3節   異  動

(人事異動)

第 29 条 会は業務上必要がある場合は、職員に勤務地または従事する職務の変更、

配置転換、転勤、駐在、派遣、出向等の異動を命ずることがある。

2 異動の発令は辞令をもって行い、職員は正当な理由がなければこれを拒むことはでき

ない。

3 異動を命ぜられた職員は、会が指定した期限までに完全に業務の引き継ぎを完了しな

ければならない。引継ぎを怠った場合及び引継ぎが不完全な場合、または指定された日

までに赴任等新 しい職場 。職務に着任できなかった場合、その他業務に支障をきたした

場合には、懲戒処分の対象とすることがある。

4 会は前項各号の異動を命じる場合において、子の養育又は家族の介護を行うことが困

難となる職員がいるときは、当該職員の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するもの

とし、また不利益が少なくなるよう努めるものとする。
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第 4 節  休職及び復職

(休  職)

第 30 条 職員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。

(1)業務外の傷病により欠勤が継続、断続を問わず 1か月以上にわたる場合

(2)精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき

(3)前条の規定により出向した場合

(4)前各号のほか、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合

2 同一事由による休職の中断期間が 6か月未満の場合は前後の休職期間を通算し、連続

しているものとみなす。また、前項第 1号及び 2号の休職にあっては症状再発の場合は、

再発後の期間を休職期間に通算する。

3 休職者は、会の求めに応 じ状況報告を行 う。

(休職期間)

第 31 条 休職期間は次のとおりとする。ただし試用期間中の職員は対象者から除外す

る

(1)前条第 1号の場合

勤続期間 5年未満の者  3か 月 (た だし、初回休職開始から3年以内に通算 2回 6か

月を限度)

勤続期間 5年以上の者  6か 月 (た だし、初回休職開始から3年以内に通算 3回 12

か月を限度)

(注)勤続区分は、初回休職開始の日現在とする。

(2)前条第 3号の場合 出向している期間

(3)前条第 4号の場合 その必要な範囲で会の認める期間

2 第 1項の期間は、会が必要と認めた場合にはこれを更新することがある。

3 休職期間中の給与については、支給しない。

4 前条第 1号・ 2号および4号の体職期間は、勤続年数には算入 しない。

5 体職期間中の健康保険料、厚生年金保険料、住民税等であって、職員の月例賃金から

通常控除されるものについては、会は職員に対しあらかじめ請求書を送付する。職員は

当該請求書に記載された保険料、税額等を指定期限までに会に支払わなければならない。

(休職中の不就業)

第 32 条 休職中に会の許可を得ないで、他の職業に従事することはできない。

(復  職)

第 33 条 休職の事由が消滅したと会が認めた場合、又は休職期間が満了した場合は、

原則として旧職務に復職させることとする。ただし、l日 職務への復帰が困難な場合又は
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不適当と会が認める場合には、1日職務と異なる職務に配置することがある。

2 傷病休職者は復職の際、医師の治癒証明 (診断書)を提出する。

なお、治癒とは、従来の業務を健康時と同様に通常業務遂行できる程度に回復すること

を意味する。

3 休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって自然

退職とする。

第 4 章 服務規律

第 1 節  服務心得

(服務の基本原則)

第 34 条 会および職員は、会の諸規則及び付属規程を遵守し、相互に協力して会の目

的達成と職場の秩序を維持しなければならない。

2 1職員は会の諸規則及び付属規程に定めるもののほか、会のボランティア精神に基づき、

業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念 し、会の活動をとおして協力し合 う世界の

人々や会員の信頼にこたえ、会に相応 しい職場づくりに努力せねばならない。

(服務心得 )

第 35 条 職員は、次の各項に掲げる義務を順守し、服務に精励すること。

(1)就業規則その他これに付随する会の規則を順守し、これらに定める禁止事項を行わな

いこと

(2)他の職員、役員との円滑な交流に努め、よい人間関係の構築を心がけること

(3)常に職場を整理整頓し、気持ちよく勤務ができるように努めること

(4)酒気を帯びるなど就業に適さない状態で勤務 しないこと

(5)性的言動により他の職員に不快感・嫌悪感あるいは恐怖感を与え、就業環境を悪化さ

せる等の行為は厳に慎むこと

(6〉 会の内外を問わず、在職中又は退職後においても、会、取引先等の秘密、機密性のあ

る情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、パスワー ド及び会の不利益となる事

項 (以下「秘密情報」という。)を第二者に開示、漏洩、提供しないこと

(7)秘密情報をコピー等により社外に持ち出さないこと(会が事前許可した場合に限り、

適切な管理の下に会が指定した方法による場合を除く。)

(8)会の内外を問わず、業務に使用するパソコンその他電子計算機類において、ファイル

交換ソフトその他の情報管理上問題が発生する可能性があるソフ トウェア又は業務に

関係のないソフ トウェアをインス トールしないこと

(9)会の許可なく、私物のパソコン又は USB等を会のパソコンに接続 しないこと

(10)会が貸与する携帯電話、パソコン、その他情報関連機器 (蓄積されている情報も含

む。)を 、紛失または破壊 しないこと。また、当該情報関連機器を紛失又は破壊 した場
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合、直ちに情報漏えいの防止の対策を行 うとともに、会に報告すること

原則として、私物のパソコン、携帯電話、その他電子機器類に顧客に関する情報、

その他秘密情報を記録 しないこと。やむを得ず顧客の電話番号、メールア ドレス等を

記録する場合は、セキュリティー管理が可能な機種を選択し、私物の機器であっても

会が貸与する機器と同様に、善良な管理者の注意をもって取り扱 うこと

会の事前の許可なく、勤務時間中に政治活動、宗教活動、業務に関係のない放送、

宣伝、集会、又は文書画の配布、回覧、掲示その他これに類する活動をしないこと

勤務時間中は許可なく職場を離れ、又は責務を怠る等の行為をしないこと

やむを得ない事由のある場合を除き、遅刻や早退、欠動をしたり、勤務時間中に私

用外出や私用面会をしないこと

携帯電話での私用会話 (メ ールを含む)は緊急を要する場合以外は、原則として行わ

ないこと

会の内外を問わず、会や会に関係する者の名誉を傷つけたり、信用を害 したり、体

面を汚す行為をしないこと

職務に相応 しい服装を心がけ、他人に不快感を与える服装又は行動は避けること

勤務について、関係者から金品を受け取ることや、私事の理由で賃貸関係を結ぶこ

となどの私的な利益を甘受 しないこと

過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある

状態で車輛等を運転 しないこと

業務能力の向上に努めること

会の資産と私物の区別を明確にし、会の資産を勤務以外に使用せず、備品等を大切

にし、消耗品の節約に努め、書類は丁寧に扱いその保管を厳にすること

職務の権限を越えて専断的なことを行わないこと

その他、会の命令、注意、通知事項を遵守すること

本章に抵触する行為の他、会の利益を損じる行為をしないこと

(セ クハラ・パワハラ)

第 36 条 セクハラ・ パワハラについては、別に定める「パ ワーハラスメン ト・セクシ

ャルハラスメン トの防止に関する規程」によるものとする。

(兼業の禁止 )

第 37 条 職員は、会の事前の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第二者

のために何 らかの行為をしないこと。たとえボランティア等の公益活動であっても、会

の業務に支障を生ずると認められるときは、会と事前に協議の上、会の許可を受けなけ

ればならない。

2 会は、職員の兼業が次の各号に該当するときは、前項の許可を行わない。

(1)兼業が不正な競争にあたる場合

〈2)不正競争防止法による営業秘密の不正な使用又は開示を伴 う場合

(3)職員の働きすぎによつて本人又は第二者の生命や健康を害するおそれがある場合

15



特定葬営利活動法人シェア=目朦保健協力市民の会

(4)兼業の態様が会の社会的信用を失墜させるおそれがある場合

第 2節  出 退 勤

(出 退 勤)

第 38 条 職員は出勤および退勤の場合は、次の事項を守らなければならない。

(1)始業時刻には業務開始できるように出勤すること

(2)出退勤の際は、本人自ら勤務表に出退勤の事実を明示すること

(3)退動は書類、備品等を整理格納した後に行 うこと

2 次の各号の一に該当する職員に対しては、出勤を禁上し、または退動を命じることが

ある。

(1)風紀秩序をみだし、または衛生上有害と認められる者

(2)火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者

(3)業務を妨害し、もしくは会の秩序をみだし、またはそのおそれのある者

(4)その他会が就業に適さないと認めた者

(持込持出)

第 39 条 職員は、出動および退動の場合において日常携帯品以外の品物を持ち込み、

または持ち出そうとするときは、所定の手続きにより所属長の許可を受けなければなら

ない。

(遅刻・欠勤)

第 40 条 職員は、遅刻または欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受

けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその余裕のない場合は、始業時

刻までに電話などにより届け出、出勤後すみやかに承認を得なければならない。

2 前項の欠勤が私傷病であって、連続 5勤務日を超えることとなる場合は、会に医師の

診断書を提出しなければならない。

3 前項に関し会が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を会が指定し、随時診断

を受けさせることがある。

4 職員が第 1項の手続きをせずに欠勤したとき、虚偽の理由で欠動 したとき、正当な理

由なく欠動したとき、虚偽の理由で第 23条の特別有給休暇を受けたときは、無断欠勤と

する。

(早退・外出 )

第 41 条 職員は、やむを得ない私用により早退または外出 しようとするときは、あら

か じめ所属長の許可を受けなければならない。

第 5 章  安全および衛生
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(健康診断)

第 42 条 職員に対 しては、採用時および毎年 1回、健康診断を実施し、その結果を通

知する。

2 前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。

3 職員は健康診断の受診、及び診断結果の提出を拒むことができない。正当な理由なく

これを拒んだ場合は、懲戒処分に処する場合がある。

4 健康診断の結果、とくに必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁上 し、

または職場を転換することがある。

5 職員は、会の指示に従い、また進んで自らの健康の保持に努めなければならない。

第 6章  賃  金

(賃  金)

第 43 条 職員の賃金は、別に定める賃金規程により支給する。

(割増賃金)

第 44 条 第 19条 による時間外労働、休日労働または深夜労働に対しては、賃金規程の

定めるところによつて割増賃金を支払う。

第 7章  懲 戒

(懲戒の種類、程度)

第 45 条 懲戒は、その情状により次の区分により行 う。

(1)譴  責・・・ 始末書を提出させて将来を戒める

(2)減  給・・・ 始末書を提出させて将来を戒めるとともに減給する

ただし1回の事案に対する額が平均賃金の 1日 分の半額、総額が 1か月

の賃金総額の 10分の 1の範囲で行 う。

(3)出勤停止・・・ 始末書を提出させて将来を戒めるとともに 7就業日以内を限度に出勤

を停止し、その期間中の賃金は支払わない。

(4)降  格・・・ 始末書を提出させて将来を戒めるとともに職位を解任もしくは引下げ、

又は資格等級を引き下げる。

(5)諭 旨解雇・・・ 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退

職届を提出するように勧告する。ただし、戒告に従わないときは懲戒

解雇 とする。

(6)懲戒解雇・・・ 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働

基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当 (平均賃金の 30日 分)

を支給しない。
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(懲戒の事由)

第 46 条 次の各号の一に該当する場合は、譴責、減給、出勤停止または降格に処する。

ただし、情状によっては、戒告にとどめることがある。

(1)正当な理由なく、遅刻 。早退 。欠動を重ねたとき

(2)過失により、営業上の事故または災害を発生させ、会に損害を与えたとき

(3)虚偽の申告、届出を行ったとき

(4)重大な報告を疎かにした、又は虚偽の報告を行ったとき

(5)職務上の地位を利用して私利をはかったとき

(6)素行不良もしくは職務怠慢で職場の規律をみだし、又は会の諸規則に違反し職場の秩

序又は風紀を乱したとき (パ ワハラ・セクハラによるものを含む)

(7)過失により会の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態にしたとき、又は

記録媒体に保存された情報を消去又は使用不能の状態にしたとき

(3)会内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき

(9)会に属するコンピューター、電話 (携帯含む)、 ファクシミリ、インターネット、電

子メールその他の備品を無断で私的に使用したとき

(10)会及び会の職員、又は関係取引先を誹謗若 しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若

しくは宣伝 し、会の業務に支障を与えたとき

(11)会及び関係取引先の秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏らそうとしたとき

(12)職務権限を超えて取引を行ったとき

(13)部 下に対して、必要な指示、注意、指導を怠ったとき

(14)部下の、懲戒に該当する行為に対 し、監督責任があるとき

(15)第 4章 (服務規律)に違反したときであって、その事案が軽微なとき

(16)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき

2 次の各号の一に該当する場合は、諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。ただし、情状によ

っては、減給もしくは出勤停止にとどめることがある。

(1〉 無届欠勤 14日 以上に及び、出勤の督促に応 じない又は連絡が取れないとき

(2)出勤常ならず改善の見込みのないとき

(3)刑事事件に関し有罪の判決が確定したとき

(4)重要な経歴を偽って採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき

(5)故意または重大な過失により災害または営業上の事故を発生させ、会に重大な損害を

与えたとき

(6)正 当な理由なく頻繁に業務上の指示又は命令に従わないとき

(7)重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行つた場合で、会に損害を与えたとき又は

会の信用を害したとき

(8)正当な理由なく配転 。出向命令等の重要な職務命令に従わず職場秩序を乱 したとき

(9)素行不良で、著しく会の秩序又は風紀を乱 したとき(セ クハラ・パワハラによるもの

を含む。)

(10)会内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する重大な行為をしたとき
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(11)会 に属するコンピューターによリインターネット、電子メール等を無断で私的に使

用 して猥褻物等を送受信 し、又は他人に対する嫌がらせ、セクハラ・パワハラ等反社

会的行為に及んだ場合

(12)故意または重大な過失によって会の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の

状態等にしたとき、又は電子記憶媒体、ハー ドデイスク等の会の重要な情報を

消去もしくは使用不能の状態にしたとき

(13)会及び会の職員、又は関係取引先を誹謗若 しくは中傷 し、又は虚偽の風説を流布若

しくは宣伝し、会の業務に重大な支障を与えたとき

(14)会および関係者の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは洩らそうと

したとき

1 職務の怠慢又は不注意のため重大な災害、傷病又はその他事故を発生させたとき

再三の注意及び指導にも関わらず、職務に対する熱意又は誠意がなく、怠慢で業務

に支障が及ぶと認められるとき

職務権限を超えて重要な契約を行い、会に損害を与えたとき

偽装、架空の取引等を行い、会に損害を与え又は会の信用を害したとき

信用限度を超えて取引を行い、会に損害を与えたとき

会における窃盗、横領、背任又は傷害等刑法等の犯罪に該当する行為があったとき

会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為等、金銭、

会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い会の信用を害すると認められるとき

前項の懲戒を受けたにもかかわらず、又は再二の注意、指導にもかかわらず改悛又

は向上の見込みがないとき

第 4章 (服務規律)に違反する重大な行為があったとき

その他この規則及び諸規程に違反し、又は非連行為を繰 り返し、あるいは前各号に

準ずる重大な行為があったとき

(17)

(18)

〈19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(懲戒解雇の通知)

第 47 条 前条第 2項第 1号に該当するときであって、行方が知れず懲戒解層処分の通

知が本人に対してできない場合は、届出住所又は家族の住所への郵送により懲戒解雇の

通知が到達 したものとみなす。

(賞罰委員会)

第 48 条 表彰および懲戒処分に関する賞罰は、その公正を期するため役員と職員か

ら成る賞罰委員会において決定する。

第 8 章  退職 。解雇

(定

第 49

年)

条 職員の定年は満 60歳に達 した 日の属する月の末 日とし、定年に達 した ときを
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もって退職とする。

2 定年に達した職員については、本人が希望する場合には、別に定める「継続雇用規程」

の手続きに従い、満 65歳に達するまで継続雇用する。

(退  職)

第 50 条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定める

事由に応 じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。

(1)退職を願い出て会が承認したとき・・・会が退職日として承認した日

(2)前号の承認がないとき・・・退職届を提出して 2週間を経過した日

(3)定年に達したとき 。・・定年年齢に達した日の属する月の末日

(4)本人が死亡したとき 。・・死亡した日

(5)期間を定めて雇用 した者の雇用期間が満了したとき。・・期間満了の日

(6)会の都合により転籍を命ぜられたとき 。・・転籍の日

(7〉 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。・・期間満了の日

(8)職員が行方不明となり、lヶ 月以上連絡がとれないときで、解雇手続きをとらない場

合・・・lヶ 月を経過した日

(9) 職員が解雇された場合・・・解雇の日

(退職手続 )

第 51 条 職員が自己の都合により退職 しようとする場合は、少なくとも 1か月前まで

に退職願を提出しなければならない。

2 退職願を提出した者は、会の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。

ただし前条第 3号から第 6号についてはこの限りではない。

3 退職願を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならな

い 。                                       V

(解

第

(1)

(2)

雇)

52 条 会は、次の各号に掲げる場合、職員を解雇することがある。

職員が身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合

勤務状況が不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たしえないと認めら

れる場合

技能および能率が劣り、作業に適さないと認められ得るとき

試用期間中または試用期間満了時までに、職員として不適格と認められた場合

事業の縮小・転換、部門の閉鎖等の必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な

場合

当会の職員としての適格性がないと判断されるとき

その他前各号に準ずるやむを得ない事情のある場合

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(解雇の予告)
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特定非営利活動法人シェア=目燎保健協力市民の会

第 53 条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日 前に本人に予告し、ま

たは労働基準法に規定する平均賃金の 30日 分に相当する予告手当を支給する。ただし、

所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。予告の日数は、

平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。

(1)日 々雇用する者 (引 き続き 1か月を超えて使用した者を除く)

(2)2か月以内の期間を定めて雇用した者 (所定の期間を超えて使用した者を除く)

(3)試用期間中の者 (採用後 14日 を超えた者を除く)

(4)天変地異その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合。

(解雇の制限)

第 54 条 職員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後 30日 間、な

らびに産前産後の女性が休業する期間およびその後 30日 間は解雇しない。ただし、業務

上傷病の場合において、療養開始後 3年を経過 しても傷病が治癒せず、打切補償を支払

った場合 (法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は この限りでない。

(清  算)

第 55 条 職員は、退職しようとするとき (懲戒解雇または解雇されたときを含む。以

下同じ。)は、すみやかに会から支給された物品を返還し、および会に対する債務を清算

しなければならない。

2 会は、職員が退職 したときは、権利者の請求があってから7日 以内にその者の権利に

属する金品を返還する。ただし、退職金については「退職金規程」の定めるところによ

る。

(解雇理由証明書)

第 56 条 職員は、解雇の予告がなされた日から退職の日までの間において、当該解雇

の理由について会に対し証明書を請求することができ、会は当該請求があった場合には、

遅滞なくこれを交付するものとする。ただし、解雇の予告がなされた日以後に職員が当

該解雇以外の理由で退職した場合には、この限りではない。

第 9章  退 職 金

(退 職 金)

第 57 条 職員が退職 し、または解雇 されたときは、この章に定めるところによ り退職

金を支給する。

2 職員の退職金は、別に定める「退職金規程」により支給する。

第 10 章  雑  則
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(災害補償等)

第 58 条 職員が業務災害または通勤災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補

償保険法等の定めるところにより補償を受ける。

(打切補償)

第 59 条 業務上の事由による災害を受けた職員が、療養開始後 3年を経過しても、負

傷又は疾病が治ゆしない場合は、労働基準法の定めるところにより、打切補償を行い、

その後の補償は行わない。

(弔慰金)

第 60 条 満 6ヶ 月以上在籍する正職員およびその家族の以下の弔事に対して会は弔慰

金を支給することがある。パー トタイマー、嘱託職員には適用 しないものとする。

①本人の業務上の事故等による死亡  ・・・状況に応じて会で金額を決定する

②本人の業務外の事由による死亡   ・・・ 10万円

③家族の死亡 (1親等に限る)    ・・・ 3万円

④その他必要と認められたとき

2 弔慰金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示し上司に届け

出ることを要する。

3 前第 1項に定めのないものでも、状況により会が支給の必要のあると認めた場合には、弔

慰金を支給することがある

4 同一世帯の2名 以上の職員が勤務している場合、慶弔見舞金支給にかかる事由が発生して

も、原則として重複して支給はしない。

(災害予防)

第 61 条 会は職員に対 し、消防具、救急品等の備付場所ならびにその使用方法につい

て周知を図り、職員は災害の予防に努めなければならない。

2 火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知った場合は、臨

機の処置をとるとともに直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡 し、その被害

を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(損害賠償)

第 62 条 職員が故意または過失によって会に損害を与えた場合は、その全部または一

部の賠償を求めることがある。ただし、これによつて第 45条の懲戒を免れるものではな

い 。

2 職員の退職後に、その者の行為が前項の損害の原因であると判明した場合も、その損

害の全部または一部の賠償をその者に求めることがある。

(相 談窓口)
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第 63 条 会は、次の事項に係る職員からの相談及び苦情の申出を受け付けるため、相

談窓口を設ける。相談窓日は以下の通 りとする。

(1)第 36条 (セ クハラ・パワハラ)に関する事項・・・ハラスメン ト防止規程第 10条に

よるものとする

(2)第 27条 (育児休業・介護休業)に関する事項

(3)労働条件その他待遇に関する事項

(4)その他規程に関する事項や日常業務における問題点等

・・・ (2)(3)(4)は 管理者によるものとする

附  則

。この規則は平成 29年 9月 1日 から実施する。

・この規則の労働条件及び服務規律等は法律の改正及び経営環境の変化その他の必要に

より、職員過半数の代表者の意見を聴いて変更することがある。
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法人名
特定非営利活動法人

シェア=国際保健協力市民の会
事 業 年 度

平成 31年 1月 1日～

令和元年 12月 31日

書式第17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第

“

条第2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 に収益の瀾朗lIの場無 借入金の明細その他の資金に関する事則

※ 丸数字は、特定非岬 歴J醍進法第
“

条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営

"括

動促進法懸行規

基金預託金  「シェア国際保健盪釦 2,4∞,0∞ 円

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

運営会員受取会費 945,(XX円

支持会員受取会費 3,110,Cm円

受取寄附金 27,037,∞8円

国庫補助金収入 54,"2,443円

民間助成金収入 ,989,23円

啓発収入 3,18,751円

受託事業収入 36,195,376円

その他収入 2,001,∝ 9円

受取利息 13,483円

雑収入 12,620円

円

円

円

円

△
ロ 計 137, 6m, 598 Fl

(1)収益の源涼口l」の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金   額

な し 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

(3)その他

員|りF鋭 条第1項各号に対応しています。以下同じです。



2 責産の譲渡等の内容に関する事項 に資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する要厠

(1)資産の譲渡に係る料金及モ彦MI牛等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び劉牛等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

海外事業・保健専門家謝金 10,αЮ円 海外出張 1日 あたりの金額

普及啓発事業 JIm青年海外協力隊研修・

講師謝金
9,7∞ 円 1時間あたりの金額

在日外国人支援事業 母子保健活動・専門家謝

金
10,αЮ円 1回あたりの金額

母子保健プロジェクト・アドバイザー謝金 5,圃 円 1回あたりの金額

円

円

円

円

円



3取 引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事貢 イ 収益の生ずる取引及び費用の生
ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第」頂位まで
の取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

{2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

53,α)3,243円 東ティモール 日本NЮ 連携無償資金協力事業

∞,684,5M円 カンボジアJI∝ 草の根事業契約

5,059,9Ю 円 外国人日刻嘲透鑢9蔵卜 育成事業

3,031,535円 カンボジア母子保健事業

2,946,鋭2円
青年海外協力隊エイス研像

カンボジアインターン派1嗜プログラム

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

",528,086円

東ティー ル 日本NЮ連携無償資金協力事業

、ルスポスト建設

4,328,610円 東ティモール事業用車両 (IIШX)

2,936,666円 事務所賃借料

556,93)円 労務相談

556,1∞ 円 航空券代

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産|の1貸付け (4ぎ菱σン貸付けを「含・t,。 )

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提供年

月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

令和元年 6

月 22-28日
Ю,∝Ю円

保健専門家謝金 :

カンボジア7日 間

平成 31年

1月 17日

令和元年

9月 12日

10月 30日 5

月 9日

320,αЮ円

研修講師謝金 :

在日外国人支援事業

結核支援員研修3回

アドバイザー謝金 :

東京都福祉保健局会議

令和元年

8月 9日

11月 9日

58,2∞ 円

研修講師謝金 :

青年海外協力隊研修

2回

平成 31年

1月 8,9,

23,30日

20,∝Ю円

ア ドバイザー謝金 :

母子プロジェクト

モニタリング、評価、報

告準備 計4日



4寄 附者に関する事項 [C痛附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する部付金の額の事業年度中の合計額がお万円以上で

あるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

寄附金額 受領年月日氏名

■31ん3/12

比31/02/26

比31/“/Z

■31/01/10

■31わ2/12

比31/03/11

lL 31/04′ /10

ll.31/02/12

IL:31/03/11

比31/04/10

R1/11/29

R1/11/29

R1/11/2

R1/′ ()5/13

R1/06/10

R1/07/10

R1/08/13

R1/09/10

R1/10/10

Rlノ
′
11/′11

R1/12/10

R1/11/29

R1/12/30

R1/06/03

R1/()7/′08

R1/12ノ
′19

比31/1/10

R1/05/13

R1/(X3/10

1,αЮ,∝Ю

2(Ю ,(Xχ〕

2(Ю,000

1,項Ю,αЮ

1,∝Ю

5,∝Ю

10,∝Ю

20,(XЮ

20,ⅨЮ

20,0(χ)

20,(KX)

20,∝Ю

20,Oα〕

20,(XЮ

20,∝Ю

20,(XЮ

20,CXX〕

20,000

20,ⅨЮ

30,(X)0

50,000

70,(XX〕

93,642

1∞ ,ⅨЮ

599,6鯰

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

合計)

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю

3,∝Ю

3,(XЮ

3,αЮ

17,9〔贅B

30,∝Ю

30,∝Ю

1∞,αЮ

213,958

R1/()7/10

R1/07/10

R1/′()8′/13

R1/09/10

R1/10/10

R1/′ 11′/11

R1/12/10

Rlん7/09

R1/11/()1

R1/11/29

5 給与の総額等に関する事項 に給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事司

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

56人
",172,5“

円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した割附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した割付金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 に海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びこその実施日]

実 施  日 使 途 金   額

H31.1.4

H31.1. 10,15,22

1131.2.22

R31.4.5

Rl.5.28

Rl.8.5

東ティモールで学校保健活動を行うための活動資金とし

て (2019年 1月 ～3月 )

カンボジアで母子保健活動を行うための活動資金として

(2019年 1～2月 )3回に分けて送金

カンボジアで母子側圏舌動を行うための活動資金として

(a19年 3～5月 )

タイ HEALW Smtt F側鴨ATI側 へ

からの寄附を送金

カンボジアで母子保健活動を行うための活動資金として

●019年 6～7月 )

カンボジアで母子保健活動を行うための活動資金として

(m19年 8～2020年 1月 )

4%,001円

2,694,∝Ю円

5,498,∞0円

2M,7∞ 円

Q∝Q αЮ円

5,まc(�)円

円

円

円



法人名 特定非営利法人シェア=国際保健協力市民の会 チック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び
帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等,の

グループの人

数

割 合

(②■⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等,のグループの人数

割 合

(C■③

① ② ③ ④ ⑥

④

平成31年 1月 1日 ～

令和フ■年 12月 31日 14人 0人 0% 3人 21.4%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

住 1)

C主 2)

各相の人数等|よ 第3表付表1「役員の状況」から転記してくださしヽ

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

(例)33. 333・ ・・96 →  33. 396

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初コD

∝意1中Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程時提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の田載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規層専提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

○

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

奎」鱚甍国田ゆコ堕、鮨ロロ1型饉」壼國巨ロロ國墜菫_=ヨ饉蟷●蟻 L_

項
日

【 ◎ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい

い〇え

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

③い

いいえ

にし ヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有 盤

朴 有 無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りOD

嵯意中0
認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第

"条
第:項に基づく書類 (役員報酬規濯等提出害短)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認.定を受けることはできま‐せん。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「④」から「◎」相には、実鶏伴|」定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を詢載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に正会員の表決権 (又は議決

稲)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

,'\D41ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「は墜L
l二」:⊆を上_■

`主
塑:ビ≧1:」 I聾:ヒ菫コ]壁彗:≧i胚

'付してくださしヽ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び限簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はい」に [OL
した盪全笙|ム_笙重塞量羞2「‖熟馴咀

壁2!囚馳_を壺裁し述堂してくださLと

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記栽する各

期間 (「①」から「◎」)を示したものです。

の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

本田 徹

理事

役 員 の 状 況 第3表付表 1

就任 :平成

13年 9月

14日

○

法人名
特定非営禾I括動法人シェア=
国際保健協力市民の会

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 14人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人

澤田 貴志

理事 ○

就任 :平成

13年 9月

14日

磯田 厚子 理事 就任 :平成

13年 9月

14日

○

仁科 晴弘 理事 就任:平成

13年 9月

14日

○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
○ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

歳饉・退任

年月日

本橋 栄 理事 就任 :平成

13年 9月

14日
○

鈴木 直喜 理事 就任 :平成

15年 4月 1

日

○

仲佐 保 理事 就任 :平成

17年 4月 1

日
○

李 節子 理事

○

就任 :平成

19年 4月 1

日

山口 誠史 理事 就任 :平成

27年 4月 1

日

○

高橋 志緒利 理事 就任 :平成

29年 4月 1

日

○



杉下 智彦 理事 就任:平成

∞年4月 1

日
○

高木 章子 理事 就任 :平成

31年4月 1

日
○

蓮尾 慶治 監事 就任 :平成

13年 9月

14日

○

高塚直子 監事 就任 :平成

17年 4月 1

日

○

∝意¬0
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規澤専提出響順)に配載した事項について、添

付を省略することができます。



法 人 名 特定非営利活動法人シェア国際保健協力市民の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 調帳の時期 保存期間

仕訳日記帳 会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ

毎 日 10年

総勘定元帳 会計ソフト(会計王】吏用

ルーズリーフ

毎 日 10年

振替伝票 単票 毎 日 10年

賃金台帳 給与ソフト缶∞e)使用

データ保存

毎月 7年

在庫高推移表 エクセル使用

ルーズリーフ

毎月 10年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(鵬腰領)

.「伝票又は幅簿名」欄は、例えば「現金出納帳」、「総勘定元湘し、「経費帳」などのように記載します。

.「左の根障等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

.「記帳の時期」相は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1臓D
がないときは、添付を省略することができます。

第3表付表2

に配載した内容に変更



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表 (第 4表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人シェア〓国際保健協力市民の会 チック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し:翻附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申言割寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・⑬ 有・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこ才uこ反対する活動
有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者塔:しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有・⑩ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申講馴寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が馴以する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益・の供与¢)有無

有・① 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・⑩ 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

瑯のウ財詳音若しくlま塗綱我にある:者に

'寸

する笥訃Iの有無
有。① 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

∝意¬①

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においてもlD載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0ヽ政び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第
"条

第 1項に基づく害順 (役員喘□騰囲ヨ専提螢11‖Dに記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

○



法人名 特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会 チッタ‖用

5 次に掲げる:磨類について回覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各:鰤襲率等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

O

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の機渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 はメ蘭脚D等がある鍮舗こ:よ その細則 eiヽ規周!0等を添付してくださし、

同  意

活ハ
ヽ _/

LAr,'

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借鮒稚な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写υ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度¢毅員囀日t又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは翻附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員α馴1酵普若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

嵯意中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出■噸)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては 添付の必ヨまありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 靱 シ■ア=鴎朧協力献皓

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ‖ロ

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

∝意■0
・ 法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

iよ 記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出|口短)に記載した事項について、改めて調職する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 征
ヽ 有 ・ 無 有 征

ヽ 有 征
か

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公麹こ反する1綱いくないこと

洵 湘

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らカマ)利益を得、又|ゴ早ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

① ⑮ ◎ ④ ◎ 申 請 時

有 。① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ 有 狂

ハ 有 鉦
ヽ

○ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程崎提出1■Dの提出時に曲

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会 チェッタ:欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準|こかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過tないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法η4条等 口陣項1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ
り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 Cヨ中■2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過tない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定二』菫壁墾曇!堕庭⊇喧塑幽固2亘麺の皇:壼珪Li主=亜磐税務署長等から女付を受けた納税証明書「その41■びE
□壁□固堕聖:』堕菫堕【』ヨ団□日□亜昌五EEIIEE亘二日□面□匝勇「モヨ素ラ5雨所面F百75爾ヨ雨『豚要[勇両豪弓F)。

5日 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定ブ1増和括働法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非

営禾I括郵法人又は当該仮認定特定非営稲 以法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しなし堵の有無

有・⑩

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に藪 したことにより、罰金刑に処せられ、そ¢月失行が終わつた日又はそのフイ子を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・⑩

認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 It|/\. !\Oi

一
● 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Itv\.1\OZ

¨
０ 国税に係る重加算税又lJ也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 Itv\.l/\Oi

ｂ^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 ttl.\.V\OZ
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 Er.'.v\oi

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
ttv\.1\@i

耐
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上譴4墜堡登麗整ヨ塑量量笠奎重≧重堂奎重 L2二重塑麺」21書

__」[ピ:::`12:`」 L.ビ墜:L!型 :団1饉塵:越!墜:整:星:区!」!輩:盆堂」壁12:塾:量:壺整!墜墨墨

`箋

:塵」曇!壁睦i国:塑:五二生__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員劇田野W場調ξ摯等t是出是計こは添ホlZく要

○

イ

ロ

ハ

イ

ロ




